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太平洋戦争前期における 
蔣介石の戦後構想（1941-1943 年）

段 　 瑞 聡

はじめに

蔣介石の戦後構想は内政と外交という 2 つの側面から分析することができ
る。内政に関しては、主に戦後中国の政治制度、国防と軍事、経済建設、社
会建設などに対して、蔣介石がどのように考えていたかを分析しなければな
らない。外交に関しては、主に 2 つの側面が含まれる。 1 つは戦後国際秩序
をどのように構築するかという問題であり、もう 1 つは日本をどのように処
置するかの問題である。周知のとおり、外交は内政の延長であり、逆もいえ
ることである。蔣介石の戦後構想は、当時の中国の内政と国際情勢に密接に
関連している。蔣介石の戦後構想とその特徴を分析することは、蔣介石個人
の政治指導の特徴を理解するのに寄与するだけでなく、戦後中国の政治過程
および世界秩序の形成過程を理解するためにも有益である。さらにいうなら
ば、蔣介石の戦後構想に見られる彼の政治理念から、20世紀中国政治の連続
性を見出すことができると思われる。

本稿の主要目的は、『蔣介石日記』、『蔣中正総統档案 : 事略稿本』など新
しい資料を利用して、太平洋戦争期の蔣介石の戦後構想とその特徴を分析す
ることにある。紙幅の関係で、本稿では1941年太平洋戦争勃発前から1943年
カイロ会談にかけての時期を取り扱うことにする。蔣介石にとっては、カイ
ロ会談は彼が国際社会の外交舞台に登場する第一幕である（�）。カイロ会談を
契機に、米英中ソなど連合国陣営の戦後構想、とりわけ戦後国際秩序の形成
および日本への対処などの問題が本格的に検討されるようになったのである。
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一　戦後国家建設計画と世界平和会議の準備

太平洋戦争勃発前に、蔣介石はすでに戦後国家建設を考えていた。その中
で、彼はとりわけ鉄道建設を重視していた。1941年 2 月14日、蔣介石は国民
政府交通部長張嘉璈に対して、孫文の『実業計画』の中の鉄道建設計画に基
づき、戦後10年間の鉄道建設計画を起草するようを命じた（2）。翌年に、蔣介
石は鉄道建設に関する具体的構想を日記に書き記し、1961年までに下記 3 本
の鉄道を完成させようとした（3）。つまり、①伊犂、阿克蘇、和田からチベッ
ト噶大克までの「西疆」鉄道、②迪化、塔城、承化、科布多（ホブド）、烏
里雅蘇台（ウリヤスタイ）、庫倫（ウランバートル）から満州里までの「北
疆」鉄道、③噶大克から翁波、ラサ、太昭、昌都、巴安、中甸、麗江、大理、
雲県までの「南疆」鉄道である。ここで注目すべきは、蔣介石は新疆、チベ
ットはいうまでもなく、外モンゴルまでも戦後中国の版図に入れていたこと
である。

蔣介石は、1941年 7 月25日日記に「戦後建設と救済機関の設立」、 7 月31
日に「戦後外モンゴル、新疆を取り戻す計画の準備、辺境政策の制定」、11
月20日に「戦後善後計画の準備」と書いてある。それらの日記から、この時
期における蔣介石の国家建設構想は主に鉄道建設、善後救済、辺境および領
土問題が含まれていることが分かる。とりわけ注目すべきは、蔣介石が外モ
ンゴルと新疆に多大な関心をもっていたことである。

外交の面に目を転じると、蔣介石は1941年 5 月末の時点ですでに戦後講和
会議の準備を考え始めていた。 5 月30日に、蔣は日記に「来るべき世界平和
会議の準備」と書き、翌日に日記「本星期予定工作課目（今週予定表）」に

「国際平和会議準備主任の人選」と書き記している。 6 月 7 日と10日の日記
においても「平和会議の準備」と書いてある。

戦後平和会議に関する蔣介石の構想は、当時の国際情勢に対する彼の認識
に基づいている。1941年 7 月17日に、彼は日記に次のようなことを書いてい
る。つまり、「今日に至って、日本が単独で中国問題を解決し、あるいは中
国を征服し、極東に覇を唱えることはすでにできなくなっている。極東にお
ける米英ソの実力が増し、日本に対してすでに包囲の情勢を形成している。
それ故、今後日本の作戦目標は中国から米ソに転じるに違いない。 4 年間に
わたる抗戦は危険で、困難であった。ここまで堅持したことによって、敵国
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をしてその戦争目標を完全に転換させることができ、我が国は半ば危険から
脱出したといえる」という。そのような認識に基づき、蔣介石は米英中ソに
よる軍事協力の強化を模索し始めた。彼は、中国はそうしてこそ、はじめて
世界戦争と平和会議において正式なメンバーになることができ、見捨てられ
ないで済むと認識したのである（4）。蔣介石は具体的にアメリカを中心として、
米英中ソの軍事協力を強化しようとした。

では、なぜ蔣介石がアメリカを重視したのであろうか。それは彼がアメリ
カこそ中国に対して侵略する野心がないと認識したためである（5）。そのため、
蔣介石は早くも1939年にアメリカに対して、もしアメリカが中国を助け、日
中戦争に勝利できるならば、戦後中国が海軍、空軍と海港を建設する時に、
アメリカと20年間共同使用できる契約を結ぶことができると伝えた。なぜな
ら、蔣介石は中国が海軍と空軍を建設するためには、人材にしろ、物力にし
ろ、技術にしろ、アメリカに頼らざるを得ないと認識したためである。

しかし、蔣介石は完全にアメリカを信用したわけではない。1941年 4 月よ
り、日米交渉が正式に始まった。蔣介石がそれを知った後、ずっと関心を抱
き続けた。 5 月20日に、彼は日記に「アメリカは終始日本と妥協したがって
いる。白人はみな黄色人種を玩具と見なしており、実に悲しいことである。
アメリカのイギリスに対する情熱を、中国に対するそれと比較すると、血が
水より濃いしどころではないだろう」と記している。当時、中国はアメリカ
に戦闘機の提供を求めたが、アメリカは積極的には対応しなかった。それに
対して、蔣介石は非常に不満を覚えた。 6 月16日に、彼は日記に「アメリカ
は我が国を重視しておらず、それはフランスにも及ばない。血が水より濃い
しという道理は、いかなる白人政治家の内心でも同じであろう」と書き記し
ている。そこからは蔣介石の黄白人種闘争意識が見て取れる。

蔣介石の黄白人種闘争意識は、「大西洋憲章」に対する彼の評価からも見
て取れる。1941年 8 月に、ローズヴェルト大統領とチャーチル首相は、大西
洋北部のニューファンドランドで会談し、14日に正式に「大西洋憲章」を発
表した。それは第二次世界大戦勃発後、米英両国首脳による初めての会談で
あり、両国最初の戦後構想といえる。蔣介石がそれを知った後、日記に「米
英共同宣言がヨーロッパ戦争だけでなく、世界と極東にも言及しており、そ
れは一歩前進である。しかし、対ソ援助だけに言及し、対中援助には言及し
なかった。それは白人の伝統的意識であり、（彼らは）黄色人種が彼らと平
等ではないといつも考えており、実に悲しい」（6）と記している。蔣介石の黄
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白人種闘争意識はのちに彼の外交政策に大きな影響を及ぼした（7）。
米英に対する蔣介石の不満は、米英の対日政策に密接に関連している。

1941年 8 月20日に、蔣介石は日記に次のように書き記している。「米英政府
の心理とその対応は、最近極めて卑劣であるといえる。彼らは日本に対する
姿勢として、日本が南進してタイを攻撃することを許さず、また北進してシ
ベリアを攻撃することも許さない。ただ現状維持だけを望み、それはすなわ
ち日本をして南進も北進もせず、もっぱら中国を攻撃させ、黄色人種同士で
殺し合いをさせることである。彼らの意図は、すなわち日本が中国を攻撃す
ることを聴くと喜び、中国を攻撃しないと憂慮することにある。なぜなら、
日本が中国を攻撃すると、南進と北進の余力がなくなり、太平洋で紛争が起
きないで済むためである。彼らからみると、日本が中国を攻撃することはす
なわち現状維持であり、現状維持はイコール平和である。日本と中国に対す
る米英ソの心理と政策は全く同じである。彼らが中国を犠牲にしているだけ
でなく、有色人種を蔑視し、有色人種に殺し合いをさせ、それをもって白人
が永久に世界に覇を唱えるという政策においては、まったく同様である。ゲ
ルマン民族が不安に陥ったのも道理である」（8）という。

上述した日記から分かるように、日本を打ち負かし、戦後講和会議に参加
するために、蔣介石は米英ソと手を組みたい。しかし、彼の内心には米英ソ
に対する不信が根強く残っている。蔣介石はそのようなジレンマに陥ってい
た。そのような状況は戦後になっても変わらなかった（9）。

二　『中国之命運』と戦後国家建設構想の具体化

1941年12月 8 日に、日本海軍が真珠湾を奇襲攻撃し、太平洋戦争が勃発し
た。それを知った蔣介石は、日記に「本日、抗日戦略の成果はすでに頂点に
達した」と書き記している。翌日に、国民政府は直ちに日独伊に宣戦した。
蔣介石はそうすれば、米英ソに対する発言権を得ることができると考えてい
たためである（�0）。

日独伊に宣戦した後、蔣介石はすぐに米英ソと同盟を結ぶことを考え始
め（��）、同盟本部をワシントンに設置すべきだと思量した。蔣介石が積極的
に米英ソと同盟を結ぼうとしたのは、日本を打ち負かすためだけでなく、そ
れを契機に領土と主権の回復をしようとしたためである。12月20日に、蔣介
石は日記に次のようなことを書き記している。「各国との同盟条約には下記

（�99）
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の政治と経済条件を含まなければならない。①イギリスに対しては、チベッ
ト、九龍が中国領土の一部であることを承認するよう要求する。②ソ連に対
しては、外モンゴル、新疆が中国領土の一部であることを承認するよう要求
する。③東北 4 省、旅順・大連、南満州鉄道が中国領土の一部であることを
各国に承認するよう要求する。④各租借地、治外法権、各種特権および東交
民巷は一律に中国に返還し、一切の不平等条約を撤廃する」という。とりわ
け、蔣介石は新疆、チベット問題を世界大戦期間中に解決すべきだと考えて
いた（�2）。12月21日に、彼は日記に「内政の面で最も検討すべきは、①新疆、
②共産党、③青海、④閻錫山のこと、⑤政治建設、⑥東北における共産党の
防御、である」と記している。この時点で、蔣介石がすでに東北における共
産党勢力の拡大を懸念していたことが分かる。

1942年以降、蔣介石の戦後国家建設構想が徐々に具体化していく。日記
「民国三十一年大事表」においては、「共産党と新疆の対策および進行方法の
決定」、「チベットに対する主権回復の準備」と記している。また、1942年 1
月日記「本月大事予定表」においては、「各党派に対する方針の研究」、「新
疆、チベット回復計画」、「華北、東北を回復するための軍事準備」、「戦後復
員計画の検討」、「戦後建設総方案」、「国防十年計画の検討」などが書かれて
いる。

1942年 3 月13日に、蔣介石は国内情勢を分析し、日記に次のように書き記
した。「今後我が国の情勢は、西北は西南より重要であり、内政は外交より
重要であり、軍隊の再編は作戦より重要であり、経済は政治より重要であ
る」という。彼は将来西北における災いと国防が戦後第一要務であると考え、
それを解決できなければ、他の政策がすべて効力を発することができないと
認識した（�3）。蔣介石がここでいう「将来西北における災い」はいうまでも
なく共産党のことを指しており、西北国防の仮想敵はソ連であるほかはない。

1942年 9 月に、蔣介石は辺境政策の方針を定めた。つまり、①甘粛を建設
し、②寧夏・青海を安定させ、③西康を強固にし、④新疆を調整し、⑤チベ
ットをコントロールし、⑥外モンゴルと交流することである（�4）。12月15日
に、蔣介石はまた日記に次のようなことを書き記している。つまり、「戦後
喫緊の建設として、（ 1 ）国防工業：①石炭と鉄、②機械、③電化、（ 2 ）国
防経済：①交通、鉄道、飛行機、船舶、②綿花、米、麦、水利、造林、③金
融、貿易、鉄鋼、ガソリンなど国防工業が挙げられる。この時期において、
設計に急ぐだけでなく、人材をも養成しなければならない。上記 3 種類の事
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業に関して、それぞれ専門の学校を指定し、人材を養成する（育った人材は
教員として採用する）一方、具体的実施計画を準備する。その場合、政治学
校を総合設計の中心とする」という。

蔣介石の国家建設構想は、最終的に『中国之命運』（�5）に収斂され、1943年
3 月に出版された。この本に関して、先行研究の多くは国共関係の視点から
分析を行っている（�6）。筆者は本書が蔣介石の戦後構想の具現化であると考
えている。

1943年 1 月に、中米新約と中英新約がそれぞれワシントンと重慶で調印さ
れた。それを契機に、米英の中国における不平等な特権が完全に撤廃された。
蔣介石は「不平等条約の撤廃は国民革命の初歩的成功」であり、「国民革命
の初歩的成功は建国工作の開始である」（�7）と指摘している。蔣介石から見る
と、「中国の建国工作は国内と国際という二つの側面からなる。国内の面に
おいては、中国が独立と自由を獲得してこそ、はじめて政治建設と経済建設
の理想を実現することができる。換言すれば、革命建国の工作は、民族主義
の完成から民権主義と民生主義の実現にいたることである」。

蔣介石は「国父は革命建国の順序を三つの時期、すなわち軍政時期、訓政
時期と憲政時期に分けている。この三つの時期を貫く基本工作は、教育、軍
事と経済である」。「まず教育、軍事と経済を統合させてから、はじめて国全
体の建設を完成させることができるのだ」（�8）と指摘している。教育に関して、
蔣介石は伝統的「六芸」（礼節・音楽・弓術・馬車を操る技術・文学・数学、
筆者注）教育の宗旨に基づき、国民を訓練し、すべての国民をして生産に力
を注ぎ、国防に献身させることを主張している。経済に関しては、独立と自
由を獲得した上で、国民経済の均衡がとれた発展をさせることである。軍事
に関しては、国防と文化を合一させ、また国防と民生をも一体化させること
である。蔣介石は、そうしてこそ、はじめて中国が強い国防組織になること
ができ、世界に自存し、世界の平和を守り、人類を解放する責任を果たすこ
とができるのだと認識している。

建国の基本的工作を完成させるために、蔣介石は心理建設、倫理建設、社
会建設、政治建設と経済建設という 5 つの面から着手し、詳細な計画を立て、
実行しなければならないと強調している。 5 大建設の相互関係、および教育、
軍事と経済との関係について、蔣介石は次のように解釈している。
「我々は百年来の半植民地の支離破滅の経済を独立した自由経済に変え、

かつそれを国防のニーズに適合させるために、政治の力で経済発展の趨勢を
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変えなければならない。政治建設を健全化させ、かつ有効にするために、社
会建設がその適切な基礎にならなければならない。社会建設に関しては、過
去における国民の消極性と受動的心理を変え、国家と民族に対する認識を高
めなければならない。それ故、心理建設と倫理建設は、各種建設の起点であ
る。 5 大建設が効力を発揮できれば、教育、軍事と経済が一体化する建国工
作が初めて成功できるのだ」という。

5 大建設に関する構想は、早くも1939年 5 月 7 日に蔣介石が中央訓練団で
行った講演（�9）で提起された。『中国之命運』において、蔣介石は 5 大建設に
ついて再解釈した。

心理建設に関して、蔣介石は「独立自主の思想運動を基礎とするべきで、
その最も重要なことは民族固有の精神を発揚させ、科学的で偽りのない知識
を重んじることである」と指摘している。民族固有の精神とは「智・仁・
勇」と「誠」を指している。蔣介石はそれらが「我が民族の道徳の結晶であ
る」と認識している。また、蔣介石は『孫文学説』が心理建設の最も重要な
指針であるとし、独立自主の思想運動がそれを規範としなければならないと
主張している。

倫理建設に関して、蔣介石は今後救国の道徳の養成を基礎とするべきで、
最も重要なのは国民の礼儀と義理を重んじ、廉恥を知るという道徳を発揚さ
せることであると指摘している。具体的に、国民の道徳は「四維八徳」に表
れている。「四維」とは「礼義廉恥」のことで、「八徳」とは「忠孝、仁愛、
信義、和平」であり、その中で、蔣介石は「忠孝」が最も重要であると指摘
している。

社会建設に関して、蔣介石は新生活運動（20）が社会建設の基本的運動であ
り、その目的が国民の近代化にあると指摘している。「国民が近代化してこ
そ、はじめて独立・自由の国民になることができる。国民が独立・自由の国
民になってから、国家がはじめて独立・自由の国家になれるのだ」、と蔣介
石は認識している。それ故、蔣介石は新生活運動が 5 大建設の総運動であり、
今後社会建設の基礎になるべきだと主張している。具体的に、蔣介石は最も
重要なのは地方自治の訓練と公共の「楽」と「育」施設の建設であると指摘
している。

政治建設に関して、蔣介石は今後国民の自発的精神を基礎とするべきで、
最も基本的なことが民主主義制度の構築と国防体制の健全化であると指摘し
ている。民主主義制度に関して、蔣介石は「決して19世紀欧米の個人主義と
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階級意識を民主主義制度の規範とはしない」と明言し、「我が国の政治建設
は五権憲法と全民政治の基礎を築かなければならない」と強調している。蔣
介石のそのような視点から、20世紀中国の指導者の西洋型民主主義に対する
認識の連続性が見て取れる。それはつまり国民党であろうと、共産党であろ
うと、西洋型民主主義の導入を拒んだことである。

経済建設に関して、蔣介石は今後工業経済の発展を基礎とするべきで、最
も重要なのは孫文の「実業計画」を実施し、地権の平均と資本の節制という
基本政策を実行することであると指摘している。蔣介石は「実業計画」が経
済建設の唯一の典範であると認識している。「実業計画」が定めていること
を実現するために、蔣介石はまず人材の養成と物資の蓄積が必要であると認
識し、『中国之命運』において今後10年間に必要な人材と物資を列挙してい
る。具体的には、土木、機械、電機、空輸、水利、建築、衣服、衛生、鉱業
などの分野が含まれている。蔣介石は「実業計画」を完全に実現するために、
30年ないし50年がかかると認識している。

蔣介石日記を読むと、いたるところで人材不足に対する彼の焦りと懸念が
見られる。それ故、蔣介石は戦後人材の育成を非常に重視している。1943年
6 月 5 日に、蔣介石の命令を受け、国民党中央宣伝部長王世杰が組織部長陳
果夫、熊式輝とともに戦後建設に必要な人材の育成をめぐって協議し、米英
からの借款を利用して、大規模に米英に留学生もしくは研修生を派遣するこ
とを決めた（2�）。それを受けて、王世杰は蔣介石に対して、1943年と1944年
に米英に留学生3000人を派遣し、実学を中心に学ばせるよう提案をした。そ
の結果、国民政府は1943年にアメリカ、イギリスとカナダに1200人の留学生
を派遣することになった（22）。

1943年 8 月 1 日に、蔣介石は戦後各種急務に必要な人材の準備を分析し、
日記に次のようなことを書き記している。つまり、「①東北における日本の
工場の接収と鉱場、鉄道の人材、②日本海軍を接収する人材、③租界を接収
する人材、④司法と外事警察の準備、⑤チベット、新疆、外モンゴルと東北
軍政人材」である。当時、蔣介石がいかに人材を重視していたかがここから
もうかがい知れる。

当時、戦後経済建設政策の制定は主に中央設計局によって担当されてい
る（23）。1943年 7 月の時点で、中央設計局が制定した戦後復員時期の計画と
して、「法幣整頓計画」、「外資利用計画」、「国営民営範囲区分計画」、「銀行
制度改革計画」、「復員兵屯田計画」などが挙げられる（24）。紙幅の関係で、
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本稿ではそれら計画の内容と特徴に対して深入りしないことにする。ここで
は、主に憲政と国防に対する蔣介石の認識を中心に検討してみる。

三　憲政実施の準備

1939年 9 月 9 日に、重慶で開かれた第 1 期国民参政会第 4 回会議で、「国
民大会を召集し、憲政を実行する決議案」が通過した。それを受けて、蔣介
石は12日に日記に「憲政は早く実施するべきだ。本党の新旧党員がみな立ち
遅れており、古参党員がとりわけ堕落している。もし憲政を実施しなければ、
実に国と党を誤ってしまうのだ」という。ここからも分かるように、この時
期に蔣介石は憲政実施に対して積極的であった。

太平洋戦争勃発後、蔣介石は憲政の実施にあたって、共産党の立場を懸念
するようになった。1943年 3 月27日に、貴州省政府主席呉忠信が蔣介石に対
して、戦時に憲法を発布し、戦争が終結すると、直ちに憲政を実施するよう
献言したが、蔣介石は慎重に検討するべきだと応じた（25）。しかし、 7 月23
日に、蔣介石は国民参政会重慶駐在委員とイギリス訪問団のメンバーについ
て検討する席で、突然、早めに憲政を実施することを表明した（26）。

8 月 1 日に、国民政府主席林森が死去し、蔣介石自らが国民政府主席に就
任することにした。その理由につて、彼は日記に次のように記している。

「林主席逝去後、国民政府主席を自らが兼任せざるを得ない。さもなければ、
内部でまた紛糾が起きる。互いに譲り合い、尊重し合うことができないのは、
今日社会と国家の最大の悪習であるためだ。如何にしてそれを改め、共同で
救国できるのであろうか。来年双十節（10月10日、建国記念日、筆者注）に
国民大会を召集し、憲法を発布し、訓政時期を終結させると決意した」（27）と
いう。

当時、憲政実施の時期に関して、国民党内では必ずしも意見が一致しなか
った。王世杰は、戦争終結後 6 ヵ月以内に制憲大会を召集しても遅くないと
認識していた（28）。それに対して、国民党上層部の多くは戦後 1 年以内に憲
法を制定し、憲政を実施するべきだと主張している。 9 月 3 日に、蔣介石は
重慶黄山官邸で王世杰と憲法と共産党の問題について協議した。その時、王
世杰は戦時において憲法の発布と国民大会の召集を軽率に行うべきでなく、
戦後 6 か月から 1 年以内に行うべきだと主張した（29）。

9 月 6 日に、国民党第 5 期全国代表大会第11回全体会議（以下「 5 期11中
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全会」と略称）が重慶で開かれた。 5 期11中全会は極めて重要な会議である。
これまでの研究は、主に会議前後における国民党の対共産党政策の変化に注
目している（30）。筆者は以下 2 点において 5 期11中全会が注目されるべきだ
と考えている。

第 1 、この会議は国民党の凝集力の強化を示していることである。この会
議に新疆省政府主席盛世才、雲南省政府主席龍雲がはじめて参加した。それ
に対して、蔣介石が非常に満足しており、日記に次のように記している。

「新疆の盛世才と雲南の龍雲が召集に応じて会議に参加する。これは民国以
来未曾有の盛事である。国家と中央の権威が12年前（1927年、筆者注）に比
べると、数倍向上したことが分かる」（3�）という。蔣介石はそのような状況に
よって内政と民心に活気がつき、国内が完全に統一し、封建勢力が消滅され
たと認識した（32）。

第 2 は、蔣介石がこの会議で正式に憲政の実施を宣言したことである。蔣
介石は開会の辞（33）で、まず日中戦争終結の時期について、早ければ 1 年以
内、遅ければ 1 年後になるとの予測を述べ、対日抗戦力を強化する一方、積
極的に建国のための準備をしなければならないと強調した。蔣介石は、建国
工作を進めるにあたって、最も重要なのが政治建設を確立することであり、
その政治建設の基礎がすなわち憲政の実施にあると唱えた。そのため、蔣介
石は、この会議で国民大会の召集、憲法の制定と発布について、国家を取り
巻く環境と必要に基づいて、決議案を作らなければならないと主張した。ま
た、蔣介石は憲政実施後の国民党の性格について、次のように述べている。
つまり、「法律上、本党は一般国民と普通の政党と同等の地位にあるべきで、
法定の集会、結社、言論、出版、自由の原則の下で同等の権利を享受し、同
等の義務を果たし、国家から同等の待遇を受けることになるのだ」という。
これは、蔣介石が戦後の一党支配放棄を意思表示する重大な内容である。

9 月 8 日に、 5 期11中全会では憲政実施に関する決議案が通過し、戦争終
結後 1 年以内に国民大会を召集し、憲法を制定して、発布することが定めら
れた（34）。 9 月17日に張君勵、左舜生が王世杰に対して、国民政府と国民参
政会が共同で憲政準備機関を設立し、国民党以外の人員を吸収して、共同で
言論、結社の自由および選挙機関の問題を討議するよう提案した（35）。それ
を受けて、王世杰が蔣介石に意見を仰いだが、蔣は原則上張、左らの意見を
受け入れることができると表明した。

9 月18日に、第 3 期国民参政会第 2 回会議が開かれた。蔣介石が自ら会議
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に出席し、憲法の準備工作を推進するために、「憲政実施籌備会」を設立す
るよう提起した（36）。10月10日に、蔣介石は正式に国民政府主席に就任し、

「全国軍民同胞に告げる書」を発表した（37）。その中で、蔣介石は今後のビジ
ョンを示している。つまり、対内的には全国の地方自治を推進し、国家の統
一を強固にし、民主政治を実現する。対外的には同盟国との関係を緊密にし、
反侵略戦争の勝利を勝ち取り、戦後世界の永久和平をともに考える。また自
力更生と国際協力をもって、中国の広大で豊富な資源を開発し、経済建設を
行い、人類の幸福を増進させ、世界大同を実現させる。

10月25日に、国防最高委員会第122回常務会議では憲政実施協進会の設立
が決定され（38）、11月12日に正式に成立した。蔣介石は開会の辞で、協進会
の任務について、以下 3 点を述べている（39）。第 1 は憲法草案の宗旨を宣伝
し、憲政問題に対する意見を収集することである。第 2 は、各レベル、とり
わけ県レベル民意機関の設置状況を調査し、随時報告することである。第 3
は、如何にして法治と自由を増進させるかを研究し、それをもって民意を発
揚させ、民治の基礎を定め、早めに戦時から戦後に移行する準備をすること
である。1944年元旦より、憲政実施協進会は全国民による中華民国憲法草案

（五五憲法草案）を検討する活動を展開し、新憲法を制定するために基礎を
定めた（40）。

四　守勢国防構想と西安を首都とする理由

1942年 9 月13日に、蔣介石が国防計画を検討して、日記に次のようなこと
を書き記している。「中国は天山山脈と崑崙山脈を西部国防の要衝として、
アルタイ山脈とヒマラヤ山脈をその藩屏とするべきだ。東部では、鴨緑江と
黒龍江を国境として、長白山脈と内外興安嶺を要衝とするべきだ。つまり、
東部では山海関以北の東北三省を東花園とし、西部では玉門関・猩猩峡より
西の新疆とチベットを西花園とする」という。この日記から、当時の蔣介石
の国防構想のアウトラインが見て取れる。

1943年 8 月に至って、蔣介石の国防構想が徐々に明確になってくる。 8 月
10日に、彼は日記に次のようなことを書き記している。「建設政策に関して
は、まず内地の建設を完成させる。辺境地域に関しては、最後の 5 年間で一
気呵成に建設する。その意味で、内地の建設は辺境建設のための準備である
といえる。まして今後守勢国防の宗旨も内地を枢軸にしている。内地の枢軸
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が強固であれば、ソ連が辺境を侵略し、挑発することができなくなる。なぜ
なら空間と交通の面で、ソ連が直接に我が国の急所を攻撃することができな
いためである。今回、日本が中国を侵略した際の教訓は、ソ連は深刻に受け
止めているに違いない」という。ここからも分かるように、蔣介石の国防構
想において、ソ連が仮想敵であった。

具体的に、蔣介石は国防建設の順序について、次のように構想している。
つまり、「戦後 5 年ないし10年以内に、内地の工業、農業と交通、水利建設
に全力を挙げて取り組む。まず西南部と東南部の国際航海ルートを完成させ、
後方と中枢部との交通が遮断される憂いをなくす。それから西北部の建設を
行い、第 3 の五ヵ年計画において、新疆と青海のすべての鉄道を一気呵成に
建設し、ソ連の虚をつく。つまり、戦後最初の 5 年ないし10年の間、ソ連を
して我が国に対して警戒させず、それと同時に中枢部の建設に力を注ぐ。そ
れが西北部国防建設のための準備にもなる。戦後20年以内に、もし外患があ
るならば、我が国は必ず守勢をとり、やはり敵を内地に引き入れてから決戦
することを唯一の戦略とする。それに内地中枢部の建設と防御が強固であれ
ば、外敵は軽々に我が国に対して戦争を引き起こさなくなるはずだ。東北を
回収した後、従来の工業と国防を維持し、ソ連に警戒させないことを第一要
務とする。戦後東北部の工業の余力をもって、内地中枢部の建設を充実させ
なければならない」（4�）という。ここからも分かるように、蔣介石は戦後国防
構想において、ソ連を仮想敵としていたのである。

1943年カイロ会談以降、蔣介石は今後国防の重点を分析し、日記に次のよ
うなことを書き記している。「①大陸を国防の基礎とする。②西北部を国防
の重心とする。そのため、海防と海軍に対しては守勢をとり、アメリカと協
力して、軍備競争を避ける。なぜなら、我が国は大陸国家であり、発展方向
が海上にあるではない。しかも、アメリカとは競争できないし、また競争す
る必要もない。この点に関して、我が国の立国大計の基本方針として、まず
決めておかなければならない。つまり、今後国防方針と国際政策はアメリカ
と積極的に協力し、助け合わなければならない。決してアメリカと海洋競争
を行ってはいけない。カイロ会談後、この方針が正しいことが証明されたの
だ。もし国際的軍事力が平和の保障にならなければ、太平洋地域において、
中国が陸軍と空軍を担当し、アメリカが海軍と空軍を担当すればいいと考え
ている。もしアメリカが同意すれば、東方の平和が守られるのであろう」（42）

という。この日記から、蔣介石が戦後アメリカとの協力関係をいかに重視し
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ていたかを読み取ることができる。
蔣介石が守勢国防を構想していたため、戦後首都をどこにおくかもその影

響を受けている。1943年 8 月 1 日に、蔣介石は日記に次のようなことを書き
記している。「首都の場所の問題に関して、将来国防の仮想敵と武器、兵種
の性格を主として考えるべきだが、そのほかに経済と地理、気候、人口も考
慮すべき要素である。兵種から考えると、我が国の海岸線が長く、国土面積
が広いため、陸海空軍がいずれも欠けてはいけない。しかし、優先順位を付
けると、自ずと陸軍と空軍を優先するべきだ。南京と北平がみな海に近い。

（戦後）最初30年に強固な海軍を建設しても、それを守ることができないに
違いない。それ故、首都の場所としては、西安でないわけにはいかない。な
ぜなら、西安はちょうど東北と西北の中間に位置しており、全国を抑えるこ
とができる。それに、中国最盛期の旧都であるためである」という。

9 月 3 日に、蔣介石は再度国防の視点から、戦後首都を西安に定める必要
性について、日記に次のように書き記している。つまり、「国防の中心は四
川にあるに違いない。まず東北と四川の水陸交通を発展させなければならな
い。首都は西安に定めるべきだ。なぜなら、西安より東北の同江までの距離
は、西北の伊犂までの距離と同じであるためだ。それに、西安より北のウラ
ンバートルまでの距離は、南の琼州までの距離とほぼ同じだ。まして関中地
域は土地が肥沃で、高い南山があれば、黄河に通じる渭河もある。西安の緯
度は35度で、気候、地理と経済条件がいずれも揃っている。将来黄河が浚渫
された後、汽船が直接渭河経由で、潼関まで行ける。すると、水陸交通がよ
り完備される。中華民族発祥の地であるこの古都は、実に我が民族が復興す
るための天然の基地である。また資源に富み物産が豊かな四川がその後方に
あるため、西安よりこれ以上首都に適する場所はないであろう」という。こ
の時点で、蔣介石は西安事変の衝撃を忘れていたのかもしれない。

五　「太平洋憲章」構想とアジア諸民族の独立

1941年 8 月に、米英両国首脳が「大西洋憲章」を発表した。しかし、同年
9 月 9 日に、チャーチルは議会演説で「大西洋憲章」の主要目的がヨーロッ
パでナチに侵略された各国の主権の回復にあり、インドとビルマに対するイ
ギリスの政策には影響を及ぼさないとの見解を示した（43）。それに対して、
蔣介石は「大西洋憲章」が全世界に適するものと期待し、とりわけ戦後アジ
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アの抑圧された諸民族が独立できることを望んでいた。
太平洋戦争勃発後、蔣介石が真っ先に考えたのは、領土の回収と不平等条

約の撤廃である。それは、中国自身の独立と自由のためだけでなく、彼がそ
れをもってアジア諸民族の独立の手本としようとしたためである（44）。ここ
からは蔣介石のアジア意識が見て取れる。

蔣介石はアジア諸民族の独立を助けることを自らの責任としている。1942
年 2 月に、蔣介石はインドを訪問し、イギリスに戦後インドの独立を認める
よう求めた（45）。同年 3 月21日に、蔣介石は日記に「努めてアジア諸民族の
解放を求めることが我々今後唯一の責任である。そうしてこそ、はじめて講
和会議で優勢を占めることができるのだ」と記している。ここからも分かる
ように、蔣介石が積極的にアジア諸民族の独立を助けるのは、それらの国々
の支持を得て、戦後講和会議で優勢を勝ち取るためでもあった。

1942年 2 月に、蔣介石がインドを訪問した後、アジアの抑圧された諸民族
の独立を助ける使命感がいっそう強まった。 3 月18日に、彼は日記に「太平
洋憲章、およそアジア各民族が独立平等であるべきだという宣言」と記して
いる。 4 月23日に、日記に「太平洋憲章と大東亜新秩序の対策の研究」、 5
月30日に、日記に「太平洋憲章の検討」、 6 月日記「本月大事予定表」には

「太平洋憲章の起草」と書いてある。それらの日記から、この時期に蔣介石
が「太平洋憲章」を制定し、アジア諸民族の独立を促進しようとしたことが
うかがい知れる。

事実、蔣介石は国防最高委員会秘書長王寵恵に太平洋憲章を検討するよう
命じた（46）。1942年 7 月 7 日に、王寵恵が研究報告書を蔣介石に提出し、「大
西洋憲章」を太平洋地域に適用させるためには 2 つの欠点があると指摘した。
第 1 、「大西洋憲章」第 2 条では「（米英）両国は関係国民が自由に表明する
希望と一致せざる領土的変更が行われることを欲しない」と規定している。
王寵恵はそれが一種の消極的民族自決であり、今日太平洋沿岸植民地が非常
に多く、我々は世界大戦終結後、民族自決の原則に基づいて積極的に調整す
ることを望んでいると主張している。第 2 、「大西洋憲章」第 6 条では、

「『ナチ』の暴虐の最終的破壊の後、（中略）平和が確立されることを希望す
る」と規定している。ここでの「ナチ」とはドイツとイタリアを指している。
当時、日本がまだ米英と宣戦していないため、「大西洋憲章」では日本が対
象とされなかった。1942年 1 月に調印された「連合国共同宣言」においても、
ソ連が対日宣戦していないため、「ヒトラー主義に対する勝利」だけが言及
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され、日本への言及はなかった。
そのようなことに鑑み、王寵恵は「太平洋憲章」を制定せず、「大西洋憲

章補充共同宣言」を起草し、適切な時期に米英に提案するよう提言した。共
同宣言は以下 3 条からなっている。①「大西洋憲章」、とりわけ各侵略国の
武装解除および各国と民族自決の原則が、一律に全世界に適用すること、②
日本の領土は1894年に侵略戦争を発動する以前の範囲を基準とすること、③
各民族および各種族が一律に平等であることは、世界の平和と進歩の要因で
あること、という。

第 1 条に関して、王寵恵はイギリスとソ連の態度が分からないが、アメリ
カが賛同するに違いないと認識していた。また、各侵略国の武装解除という
点に関して、はっきりと日本を名指していないが、宣言が全世界に適用する
以上、日本が当然含まれると、王は説明している。第 2 条の目的は、日清戦
争以降日本が侵略した各国（ソ連を含む）の領土を返還させることにある。
しかし、王寵恵は、当時ソ連と日本が平和関係を有しているため、ソ連が同
意しない可能性があるため、必要な場合第 2 条を削除しても良いと提案して
いる。第 3 条に関して、王寵恵は、「大西洋憲章」に種族の平等という原則
がないため、成功できるかどうかは米英の態度次第であると指摘している。

その後、蔣介石日記における「太平洋憲章」に関する記述が見られなくな
る。しかし、蔣介石はアジア諸民族の独立を助ける信念を決して捨てなかっ
た。1942年11月 9 日に、蔣介石はアメリカと討議すべき事項として、日記に
次のように書き記している。「①長期同盟、②東北三省と旅順・大連を完全
に中国に返還すること、③台湾、琉球の中国への返還、④重要な港口、海
軍・空軍基地の共同利用（30年を期間とする）、⑤ベトナムをともに助ける
こと、⑥タイを独立させること、⑦戦後インドの独立、⑧ビルマと南洋各国
をともに助けること、⑨外モンゴルを中国に返還し、自治権を与えること、
⑩米中ソ同盟」（47）という。この日記から、戦後米中もしくは米中ソ同盟、領
土（東北三省、台湾、琉球、外モンゴル）の回収、および周辺諸国（ベトナ
ム、タイ、インド、ビルマと南洋各国）の独立に関する蔣介石の構想が見て
取れる。蔣介石はアメリカの支持の下で、それらの構想を実現させようとし
たのである。

蔣介石がアジア諸民族の独立を積極的に支援しようとしたのは、彼の反帝
国主義意識と密接に関連している。また、ローズヴェルトの支持も無視でき
ない要因の一つである。1942年 6 月 1 日に、宋子文がローズヴェルトを訪問
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した際、ローズヴェルトは、各弱小民族が自主的に自決するべきで、もしベ
トナム、ビルマなどの民族が直ちに自決できないならば、集団で信託統治を
するべきで、植民地があってはならないとの見解を述べた（48）。また、ロー
ズヴェルトは、蔣介石が適切な時期にそのような主張を発表し、アジア人民
の同情を得ることができると述べた。植民地支配に反対するという面におい
ては、ローズヴェルトと蔣介石の意見は一致している。ローズヴェルトは蔣
介石を利用して、イギリスに圧力をかけようとしたのである。

しかし、蔣介石がアジア諸民族の独立を過度に強調したため、一部のアメ
リカ人の反感を買った。1942年 8 月 4 日に、蔣介石はローズヴェルト大統領
の特使ラクリン・カリー（Lauchlin Currie）と会談する時に、カリーは一部
のアメリカ人が、戦後中国が軍国主義の道を歩み、白人を排除するのではと
懸念していることを蔣介石に伝えた（49）。カリーは、アメリカ人のそのよう
な懸念を取り除くために、中国が徐々に民主主義に移行し、排外をせず、

「中国がアジアを指導する」といった文言を慎むべきであると提案した。
カリーの提案を受け、蔣介石はその後機会があるごとにアジアのリーダー

を自任しないことを強調するようになっていく。1942年10月29日に、蔣介石
は第 3 期国民参政会第 1 回会議に出席した際、「我々中国国民革命の最終目
的は、世界各民族が一律に平等であることを求めることにある。我々は枢軸
国と異なる。彼らが軍事力をもつと、指導者として自任し、そのほかの弱小
民族を抑圧し、彼らの奴隷にする。そのような侵略主義の思想は、打破しな
ければならない」（50）と強調した。10月31日に、国民参政会閉幕式において、
蔣介石は再び次のように述べている。「戦後世界秩序の再建に関して、我々
は進歩を求め、自由を勝ち取るという正義の立場に立って、各同盟国ととも
に全世界と人類を解放する責任を果たすべきである。我々中国はアジアで最
大で最古の国であるが、決して『アジアを指導する』云々を大げさに語って
はいけない」（5�）という。11月17日に、『ニューヨーク・ヘラルド・トリビュ
ーン』で蔣介石の文章が掲載された（52）。蔣介石はそこで中国がアジアの抑
圧された国々に対して同情するが、それらの国の自由と平等に関して、中国
には責任のみあって、権利はなく、我々が指導者になろうとすることは否定
する」と表明した。11月25日に、蔣介石は国民党第 5 期全国代表大会第10回
全体会議において、中国がいかなる帝国主義にも反対するが、東亜の指導者
として自任する意思がないことを再度強調した（53）。

蔣介石が度重なってアジアの指導者になる意思がないことを表明したのは、
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いうまでもなく米英の不信感を払拭するためである。それは彼の次の日記か
らも見て取れる。「アジアを指導する政策を否定した後、我が国に対する米
英の心理と意識が完全に変わり、一致して好意を示している。『ニューヨー
ク・タイムズ』は、米英が戦後中国に対して、勢力の均衡を保ち、アジアに
おいて中国だけが強くなるのを抑え、世界の新たな脅威にならないようにす
ることができると分析している。ここからも分かるように、我が国に対する
アメリカの警戒と懸念が、イギリスにも劣らない」（54）という。後述するよう
に、1943年カイロ会談において、蔣介石が琉球を回収することを断念し、戦
後中国が責任をもって日本を占領するというローズヴェルトの要求を断った
のは、アメリカの懸念を払拭するためだと考えられる。

六　イギリスとの条約締結の拒否と向米一辺倒政策

1942年 1 月 1 日に、米英中ソなど26ヵ国が「連合国共同宣言」に署名し、
中国が 4 強の 1 つになった。しかし、蔣介石はそれが有名無実なことである
と受け止めている（55）。なぜなら、彼は 4 強の中で中国が最も弱いと認識し
ているためである（56）。そのような認識は、彼の外交政策と戦後構想に影響
を及ぼしている。

1942年 5 月下旬、ソ連のモロトフ外相がイギリスを訪問し、26日に英ソ相
互援助条約（Anglo-Soviet mutual Assistance Treaty）（以下「英ソ条約」
と略称）が調印された。蔣介石がそれを知った後、日記に次のようなことを
書き記している。「英ソ条約が正式に発表された。その重要な点は下記の通
りである。つまり、①領土の不拡張、②他国の内政不干渉、③大西洋憲章の
承認である。それらはみな我々に有利である」（57）という。しかし、イギリス
のアンソニー・イーデン外相が、英ソ条約が成立した時に演説を発表し、

「世界人類各民族の生命の前途がみな米英ソ 3 ヵ国の協力にかかっている」
と強調した。それに対して、蔣介石はイーデンが中国とその他の国を軽蔑し
ていると認識し、日記に次のような不満を漏らしている。「世界人類はもし
依然として過去のようなイギリス帝国主義の侵略の陰謀と利己主義、ひどい
けちん坊根性に従い、世界に覇を唱えることを放任したら、人類は滅びるだ
ろう。この度、もし正義を主張するアメリカのような国家が連合国陣営にな
ければ、中国がイギリスと仲間になるのを潔しとしない」（58）という。ここか
らは、蔣介石のイギリスに対する嫌悪とアメリカに対する信頼が見て取れる。
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1942年 6 月に、チャーチルはアメリカを訪問し、蔣介石はアメリカが英ソ
同盟に加わるのではと懸念した（59）。そこで、蔣介石は 6 月21日に宋子文に
電報を送り、アメリカが英ソ同盟に参加する意思の有無を探り、中国側の態
度を説明するよう命じた（60）。つまり、「中国は国際政策に関して、軍事にし
ろ政治にしろ、みなアメリカに追随する。アメリカが参加しないことは、中
国も決して単独で参加しない。もしアメリカが参加するならば、中国も必ず
共同で参加する。（中略）中米両国は英ソよりも同盟を結ぶ必要がある」（6�）

という。蔣介石は中米同盟を望んでいたのである。
7 月20日に、カリーが重慶に到着し、 2 週間滞在した。その間、蔣介石は

カリーと14回会談を行った。カリーの訪中に関して、従来の研究は、主にス
ティルウェル問題、アメリカの対中援助問題、およびビルマ反攻などに注目
している（62）。実際に、当時カリーは中英関係を改善するために、蔣介石に
対して、イギリスと英ソ条約のようなものを結ぶよう提案したが、蔣はそれ
を拒否した（63）。

では、なぜ蔣介石がイギリスとの条約を拒否したのであろうか。蔣介石は、
イギリスが中国と条約を結ぼうとしているのは、以下 2 つの目的があるため
だと分析している（64）。 1 つは、戦後インドとビルマにおける地位を維持す
るためであり、もう 1 つは、中国との不平等条約を撤廃することを条件に、
戦後南洋における権利を中国に承認させるためである。そのため、蔣介石は
中英条約を結ぶことは、害があって利がないと判断した。そこで、 8 月 4 日
に、カリーと会見した際に、蔣介石は「アメリカが参加したくないいかなる
国際協定にも、中国は決して参加しない。アメリカが参加している協定には、
中国も進んで署名国になりたい」（65）と表明したのである。

中英条約の動きはその後も続いた。1942年10月14日、イギリス駐在中国大
使顧維鈞が、蔣介石と中英関係を討議するために、重慶に戻った（66）。11月
初め頃、顧維鈞はアメリカから帰国した宋子文と会談し、中英同盟の必要性
を唱えた（67）。その理由として、顧は以下 3 点を挙げている。第 1 、イギリ
スは戦後依然として大きな実力と影響力をもつと考えられる。それに、イギ
リスには有力な親日派がいるため、戦後日英関係の強化を避けるためにも、
中英同盟が必要である。第 2 、中米英三国同盟を結成し、戦後世界で主導的
役割を果たすべきである。第 3 、中英同盟は、世界における中国の大国とし
ての地位を築くために有利である。しかし、宋子文は、もし中英が同盟を結
ぶと、アメリカが嫉妬するだろうと懸念し、賛成しなかった。この時期に、
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顧維鈞は前後して王寵恵、孫科、白崇禧、張群など国民党の要人にも中英同
盟を唱えた。その中で、孫科と白崇禧だけが顧維鈞の考えと一致し、他の指
導者は中英同盟に対して消極的であった（68）。そこで、顧維鈞は中英同盟を
推進するのは「時期尚早」だと判断した（69）。

しかし、11月23日に、蔣介石と顧維鈞が中英関係をめぐって会談を行った
時に（70）、顧は蔣に対してまた中英同盟の必要性を主張した。顧維鈞は、そ
うしないと、戦後中国が孤立してしまう恐れがあると強調した。なぜなら、
顧は戦後日本の親英派と親米派がイギリスの親日派と手を組む可能性がある
と認識していたためである。また、顧維鈞はアメリカとは同盟を結ぶことが
できないと主張した。なぜなら、アメリカは 4 年ごとに大統領選挙があるた
め、その外交政策には連続性が欠けているためである。それに対して、蔣介
石は、中国の外交方針の基本はアジアの抑圧された諸民族を解放することで
あり、もし中英同盟を結ぶと、インドの民衆を失望させるだろうと懸念し、
顧維鈞の主張には応じなかった。

1943年 1 月 9 日に、蔣介石は中英同盟に関する提案を断る理由について、
また日記に次のように書き記している。「①アメリカの参加を求める、②ア
メリカに中英同盟と中米同盟が同時もしくは前後して成立するよう要求する、
③ソ連の嫉妬を防ぐ、④戦後自由に行動がとれない、⑤米英が、戦後我が国
がドイツ、日本と手を組むことを防ごうとしている。そこで謝絶することに
する」という。ここからは分かるように、蔣介石は米英と同盟を結びたいが、
ソ連に嫉妬されるのを懸念している。また、この時点で、蔣介石がすでに戦
後ドイツ、日本と関係を改善する意思があったと考えられる。事実、1943年
3 月 7 日に、蔣介石は当時ヨーロッパにいた桂永清に電報を送り、ドイツの
情報員に「中国は人を助ける力がないが、人を陥れるつもりもない」ことを
伝えるよう命じた（7�）。蔣介石はそれをもってドイツの中国に対する敵愾心
を取り除こうとした。このように、太平洋戦争期において、中国がドイツに
正式に宣戦した後も、蔣介石は水面下でドイツと連絡を取っていた（72）。こ
こからは蔣介石の全方位外交の側面が見て取れる。

七　戦後国際組織構想

蔣介石は早くも1941年 5 月の時点で戦後講和会議の準備を考え始めた。太
平洋戦争勃発後、中国国内ではすぐに戦後講和会議と国際組織の設立などに
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注目するようになった（73）。王世杰は、1942年 1 月に調印された「連合国共
同宣言」の重要性は参加諸国が一致して一つの平和計画を正式に受け入れた
ことにあると認識している（74）。 1 月 9 日に、王世杰はイギリス留学同窓会
で「如何重建世界平和（如何にして世界平和を再構築するか）」というテー
マで演説を行い、将来の世界平和を保障するために、国際連盟の代わりに、
普遍性をもつ世界組織を成立させるべきだと唱えた（75）。

1942年 7 月 4 日に、国防最高委員会秘書長・同国際問題討論会主任王寵恵
は「国際集団会公約草案」（76）を提出した。この草案は国民政府の戦後国際組
織に関する最初の構想である。この草案はいつから作成され始め、蔣介石が
どのような指示をしたかに関して、現時点では分明でない。しかし、蔣介石
が日記で数回この草案を審議することに言及している（77）。蔣介石がこの草
案を重視していたことがうかがい知れる。
「国際集団会公約草案」は国際連盟の欠点を分析し、国際連盟憲章を廃棄

して、改めて国際集団会公約を定めるよう唱えている。国際集団会の位置づ
けに関して、草案では「国際連合会と世界連邦国家あるいは世界統一国家の
間に位置し、国際連盟に比べると、その地位が大いに向上する」と述べてい
る。

草案は国際連盟の組織の再編および制度の改革について詳細な提案を行っ
ている。如何にして集団安全を実行し、平和機構を作るかについて、草案は
3 つの段階に分けて行うべきだと提案している。つまり、第 1 段階では、世
界大戦終結後、講和会議を召集する時に、まず講和条約を討議して、国際集
団会公約に及ばなくていい。第 2 段階では、中英米ソおよびその他の同盟国
が共同で講和条約の履行および戦後平和の保障を担当する。草案では、とり
わけ中米英ソが反侵略の主要国家であるため、講和条約の履行と平和の保障
において、当然責任を負うべきだと強調している。第 3 段階は、講和条約を
調印して 1 、 2 年後、世界秩序がだいたい回復したら、中米英ソが中心とし
て永久平和会議を召集し、全世界各国に参加するよう要請し、集団会公約を
討議するという。

また、草案では国際集団会理事会が人口の最も多い 8 会員国およびその他
の 7 会員国の代表からなるよう提案している。人口という要素をもって理事
会メンバーを決めるという考え、および中英米ソが主要反侵略国家であると
いう事実は、のちに中国が国連安保理常任理事国になるための理由づけにな
った。
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1943年10月30日に、中国は米英ソとともに「一般安全保障に関する四国宣
言」（以下「四国宣言」と略称）に調印した（78）。四国宣言は太平洋戦争勃発
後、中米英ソ 4 ヵ国がはじめて調印した共同宣言である。当時ソ連駐在中国
大使傳秉常が蔣介石宛の電報で、「我が国がこの宣言に参加した後、すでに
米英ソと平等になり、世界政治を指導する地位にのぼり、敵の壊滅および世
界平和の再建に対して大きな影響を及ぼす」（79）と強調している。ここに至っ
て、中国がようやく米英ソに対する発言権を得たといえる。また、四国宣言
は1945年10月国連の成立のために理論的根拠を提供したといえる。

八　戦後日本の処置

1943年 1 月13日に、蔣介石は外交政策で準備するべき要件として、日記に
次のように書き記している。「①日本処分の方案、要求条件および方針の制
定について、米英ソと個別に交渉すること、②対日方案の宣伝計画を制定し、
米英の世論に影響を及ぼし、我が国の方案を超えさせないこと、③本年日本
の戦略の動向の研究、④今後ドイツの戦略の研究、⑤戦後経済計画と工業化、
⑥戦後永久平和と武装平和に関する国際政策の研究」、である。ここから分
かるように、戦後日本の処理に関して、蔣介石は米英ソと個別に交渉する一
方、英米の世論にも影響を及ぼそうとしていた。

戦後日本の処置は、主に領土問題、賠償問題と日本占領問題が含まれてい
る。領土問題に関しては、主に東北、台湾と琉球の問題である。東北と台湾
に関しては、蔣介石は一貫して回収するよう主張している。しかし、琉球に
関しては、蔣介石の態度に動揺があった（80）。

1942年11月、宋美齢が訪米する際に、蔣介石は宋美齢にローズヴェルトに
対して戦後琉球を回収したい旨を伝えるよう指示した（8�）。しかし、1943年
11月に、カイロ会談のための資料を準備する時に、極東政治に関する提案と
して、蔣介石は下記の 3 点を提起した（82）。①東北 4 省と台湾、澎湖は我が
国に返還すること、②戦後朝鮮独立の保証。③タイの独立、インドシナ半島
各国と華僑の地位の保証、である。ここに至って、蔣介石は琉球の回収を求
めなくなっている。その理由に関して、蔣介石は次のように解釈している。
つまり、「琉球と台湾は我が国歴史における地位が異なる。琉球は一つの王
国であり、その地位は朝鮮と同じである。そこで、今回の提案では琉球問題
に言及しないことにする」（83）という。
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11月23日に、蔣介石はローズヴェルトと会談し、領土問題について話し合
った。蔣介石は「東北 4 省と台湾、澎湖諸島はみな中国に返還するべきで、
琉球に関しては、国際機構が中米に委託管理することができる」（84）と述べた。
そのように述べた理由について、蔣介石は当日の日記に以下のように記して
いる。「①アメリカを安心させること、②琉球が日清戦争前にすでに日本に
属している、③琉球をアメリカと共同で管理するほうが、我が国が専有する
より妥当である」という。ここから分かるように、蔣介石は領土の面におい
てアメリカの警戒を引き起こしたくなかった。それは前述した蔣介石がアジ
アのリーダーになる意思がないことを度重なって表明したこととも関係して
いる。

対日賠償請求の面においても、蔣介石は同様な姿勢をとっていた。1943年
11月17日に、彼は日記に「対日処置提案と損失賠償などのことに関して、ま
ず米英が先に提起するのを待つべきで、我が方が積極的に提起してはならな
い。そうすれば、米英が遠慮する必要がないだけでなく、我が方に対しても
畏敬の念を抱くだろう。なぜなら、我が国は世界大戦に対して少しも私心が
ないためである」という。

カイロ会談前、米英首脳と戦後構想を討議するために、国民政府は政治方
案を起草した（85）。政治方案は 4 つの部分からなっている。つまり、（ 1 ）中
米英ソ 4 ヵ国機構もしくは連合国機構の設立に関する問題、（ 2 ）過渡期に
おける国際安全問題、（ 3 ）ドイツの降伏問題、（ 4 ）極東問題、である。そ
のうち、戦後対日政策は主に（ 4 ）に含まれている。（ 4 ）はまた 4 つの部
分からなっている。つまり、①極東委員会問題、②統一作戦問題、③日本領
土および連合国の領土が占領・回収された時の臨時管理の問題、④日本が負
けた時の処置問題、である。

11月23日に、王寵恵らは政治方案を蔣介石に提出した。蔣介石は方案で取
り上げたすべての提案を全部カイロ会談で解決することは難しいと判断し、
具体的問題について直接提起することにした（86）。ローズヴェルトと協議し
た結果、米中双方は以下の 4 点で合意に達した（87）。（ 1 ）日本が中国から強
奪した領土は中国に返還すること、（ 2 ）太平洋上日本が占領した島嶼は永
久に剥奪すること、（ 3 ）日本が負けた後、朝鮮に自由と独立を与えること、

（ 4 ）戦後中国にある日本の産業が公私とも完全に中国政府によって接収さ
れること、である。12月 1 日に、米英中三国首脳が「カイロ宣言」を発表し、

「満洲、台湾及澎湖諸島の如き日本国が清国人より盗取した一切の地域を中
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華民国に返還すること」（88）が定められた。失地回復という蔣介石の目標の実
現がようやく保障された。

11月23日に、蔣介石とローズヴェルトは日本に関する他の問題をも討議し
た（89）。具体的には以下 3 つの問題がある。（ 1 ）日本将来の国体の問題であ
る。ローズヴェルトが天皇制の存廃について蔣介石に意見を求めた。蔣は

「今次日本の戦争の張本人は、実は数名の軍閥だけであり、まず軍閥を打倒
するべきである。国体の問題に関しては、日本人民が自ら解決するべきで、
それをもって民族間の永久の過ちを避けるべきである」と答えた。

（ 2 ）対中賠償問題。蔣介石は日本が工業機械、軍艦、商船、鉄道、機関車
など実物で弁償するよう提案し、ローズヴェルトはそれに同意した。（ 3 ）
日本降伏後、軍隊の駐留問題。ローズヴェルトは、中国が指導的地位にある
べきだと提案したが、蔣介石は中国にはまだそのような任務を全うできる実
力がないため、アメリカの主導下で進めるべきで、もし派兵する必要があれ
ば、中国が協力できると応じた。蔣介石は対日軍事占領に対して消極的であ
ったといえる。それは、彼がローズヴェルトに中国は日本に対して領土の野
心がないことを示すためであった。

カイロ会談の後、蔣介石は次のように総括した。「今週はカイロに 7 日間
滞在し、余が外交舞台に登場する第一幕であった。この間、政治の収穫が最
も多く、その次は軍事で、経済はまたそれに次ぐ。いずれもかなりの収穫で、
今後より良い効果があると信じている。（中略）台湾、澎湖島と東北 3 省を
失って、すでに50年あるいは12年以上になるが、米英との共同声明で我が国
に返還されることになった。それに、戦後朝鮮が独立自由になることが承認
された。このような大事なこと、大事な提案、大事な希望は、なんと三国共
同声明で発表することができ、実に古今東西未曾有の外交上の成功である。

（中略）なぜなら、将来講和会議で我が国にとって、最も難しい問題、最も
重要な基礎がみなこのカイロ会談の数日間で、一挙に解決できたからであ
る」（90）という。「カイロ宣言」が発表された後、蔣介石は「これは我が国百
年来外交上の最大の成功であり、また勝利のための重要な保障であり、30年
来刻苦奮闘の成果である」（9�）と称賛した。

1943年末、蔣介石は一年来外交面での出来事を回顧し、日記に次のように
書き記している。「本年 1 月に米英平等新約が調印されるのを皮切りとして、
アメリカ連邦議会で排華法撤廃案（92）が通過し、またカイロ宣言で東北 3 省
と台湾が中国に返還されることになり、それに戦後朝鮮の独立が認められ、
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我が国が半植民地としての地位と百年来受けてきた国恥と侮辱はすべてご破
算になり、取り除かれた。しかし、本当に平等と独立自由の地位を獲得しよ
うとするならば、今後20年以内一段と努力奮闘しなければ、なかなか難しい
であろう」（93）と。当時蔣介石の心境は、「革命いまだならず、建国なお努力
要す」と表現できるかもしれない。

おわりに

本稿においては、1941年太平洋戦争勃発前から1943年カイロ会談にかけて
の蔣介石の戦後構想を分析した。蔣介石の戦後構想は内政と外交という 2 つ
の部分に大別できる。内政の面では、蔣介石がまず考えたのは失地の回復で
ある。具体的には、東北、台湾と澎湖諸島である。外モンゴル、チベット、
新疆に関しては、ソ連とイギリスとの関係があるため、新疆以外に実質的進
展が見られなかった。蔣介石は当初琉球を回収しようとした。しかし、アメ
リカでは戦後中国がアジアのリーダーになるのではという懸念が生じていた。
そこで、蔣介石はアメリカの警戒を引き起こさないために、カイロ会談で琉
球の回収を断念した。戦後国家建設に関する蔣介石の構想は、『中国之命
運』に具現化されている。政治の面では、蔣介石は戦後 1 年以内に国民大会
を召集し、憲法を発布し、憲政に移行することを決定した。それによって、
戦後国民政府の政治発展のプログラムが定められた。国防に関しては、蔣介
石は守勢国防の方針をとり、ソ連を仮想敵としていた。安全保障、経済、地
理、気候、人口などの要素からして、蔣介石は戦後首都を西安に定めようと
した。

外交面における蔣介石の戦後構想は主に 4 つの側面からなっている。第 1 、
「太平洋憲章」を起草し、アジアの抑圧された諸民族の独立を積極的に支援
することである。その背景には、蔣介石の反帝国主義意識と黄白人種闘意識
があった。同時に、それはまた孫文が提唱した国民革命の理念を実現するた
めであった。第 2 に、イギリスと単独で条約を結ぶことを拒否し、アメリカ
一辺倒の姿勢をとったことである。蔣介石はイギリスの植民地主義に反対し
ていた。その点ではローズヴェルトと一致している。それは蔣介石がローズ
ヴェルトを信頼する最大の理由である。第 3 に、戦後国際集団会構想を提起
したことである。当該構想は中米英ソが戦後処理に対して責任をもつべきだ
として、国際集団理事会が人口の最も多い 8 会員国からなると提案している。
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それらの主張はのちに中国が国連安保理常任理事国になるために有利な条件
を作り出したと考えられる。第 4 は、戦後日本の処置の問題である。カイロ
会談では、戦後日本が東北、台湾と澎湖諸島を中国に返還することが決定さ
れた。日本の天皇制の存廃に関して、蔣介石は日本人民自身で決めるべきだ
と主張したため、日本の国体における重大の変更が避けられた。ここで注目
すべきは、戦争責任に関する蔣介石の認識である。彼は日中戦争が数人の軍
閥によって引き起こされたのだと考えている。そのような見方は、今日中国
共産党の「戦争責任二分論」に通じている。

この時期における蔣介石の戦後構想を総合してみると、以下 3 つの特徴が
挙げられる。第 1 、守勢国防と「自強」の夢である。蔣介石は日記で常に米
英ソに対する不満を示しており、中国が自強になるよう誓う。1943年 3 月28
日に、彼は日記に次のようなことを記している。「我が中国は自強できなけ
れば、如何なる帝国主義も消滅できない。そうすると、人類は永遠に自由解
放の日がやってこない。中国が自強してこそ、帝国主義がはじめて存在でき
なくなるのだ」という。蔣介石は積極的に失地と主権の回復を主張するが、
何度もアジアのリーダーになる意思がないことを表明する。そのような蔣介
石の外交戦略は、20世紀80年代末鄧小平が提起した「韜光養晦」外交戦略に
通じる側面がある。ここからは20世紀中国外交戦略の連続性が見て取れる。

第 2 、蔣介石のアジア意識が非常に強いことである。蔣介石はアジアの抑
圧された諸民族の独立を積極的に支援しようとした。戦時枢軸国陣営に加わ
ったタイに対しても、戦後独立するよう望んでいた。とりわけ長年の戦争に
よって、中国に対して多大な損害をもたらした日本に対して、寛大な姿勢を
示した。蔣介石のアジア意識は彼の反帝国主義意識と表裏一体になっている。

第 3 、蔣介石は独立自主の全方位外交をめざしている。1942年 9 月12日に、
蔣介石は日記に次のようなことを記している。「この時に、我が国は独立自
主の道を歩むべきである。我が国が自強して刻苦奮闘すれば、アメリカの態
度の良し悪しは、重要ではなくなる」という。蔣介石がイギリスと単独で条
約を結ぶことを拒否したのは、イギリスを信頼していないばかりでなく、戦
後ドイツと日本との関係改善が束縛されるのを避けるためでもある。それら
の出来事は、蔣介石の独立自主外交の特徴を表している。

附記　 本 稿 は、2011年11月17日 に 香 港 樹 仁 大 学（Hong Kong Shue Yan 
University）で開催された「中国與世界国際学術研討会」に提出した論文を
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加筆修正したものである。本研究を行うにあたり、公益法人稲盛財団のご支
援をいただいた。記して感謝申し上げたい。
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